
基本目標 基本目標 基本目標

　①　教育・保育サービスの充実

　⑴　子育て支援のネットワークづくりの推進 　⑴　妊娠から産後の育児までの継続した支援体制の整備

保育所の受入れの実施 地域子育て支援拠点事業の実施《再掲》 利用者支援事業の実施《再掲》

認定こども園への移行の案内 子育てサークルや子育てボランティアの支援 関係機関との連携強化

　⑵　教育・保育サービスの質の向上 こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業）の実施

民間保育施設に対する補助 　⑴　児童虐待防止対策の推進 養育訪問支援事業の実施

幼稚園運営に対する補助 家庭児童相談の充実 産後ケア事業

保育士研修への参加 要保護児童等に対する支援体制の強化 多胎妊婦、多胎育児家庭への支援の実施

１歳児保育事業の保育士配置の充実 こども家庭センターの運営 子どものための地域保健活動の実施

保育所の自園調理の実施 ＤＶ防止対策の充実 出産・子育て応援事業の実施

多様な事業者の参入を促進する事業 （仮称）長久手市こども条例の制定 子育て世帯訪問支援事業の実施

子どもの権利を尊重した保育の実施 　⑵　子どもの貧困対策の推進

育休退園制度廃止の拡大 貧困家庭への総合的な支援のための窓口強化及び相談体制の実施 健康教育（各種教室）の実施

　⑶　教育・保育サービス利用者等の負担軽減 女性相談事業の実施 健康相談（各種相談）の実施

保育料の軽減 関係機関や地域住民と連携した支援の実施 こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業）の実施 《再掲》

児童クラブ利用料の軽減 助産施設入所・母子生活支援施設入所措置事業の実施 子どものための地域保健活動の実施《再掲》

認可外保育施設利用者への支援 ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施 利用者支援事業の実施《再掲》

実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施 母子・父子家庭福祉資金貸付事業の実施 　②　すべての子どもが健やかに成長するための保健施策の充実

多様な集団活動事業の利用支援事業 遺児手当（愛知県・長久手市）の支給 　⑴　健全な妊娠への啓発と促進

　⑷　放課後の子どもの居場所づくり 児童扶養手当の支給 思春期保健の実施

放課後児童健全育成事業（児童クラブ・学童保育所）・放課後子ども教室の実施 児童手当の支給 　⑵　妊産婦及び乳幼児の健全な発達への支援

児童館等の改修 子ども医療費助成の実施 妊産婦健康診査費用の一部公費負担の実施

児童館事業の実施 母子・父子家庭医療費助成の実施 乳幼児健康診査・相談等の実施

　②　多様な子育て支援サービスの充実 保育料の軽減《再掲》 歯科保健の実施

　⑴　選択肢を増やす多様なサービスの充実 児童クラブ利用料の軽減《再掲》 未熟児養育医療費用給付の実施

延長保育事業の実施 生活困窮者自立支援事業の実施 子どもの予防接種事業の実施

土曜日保育の実施 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施 　⑶　障がいのある児童とその家族への支援の充実

病児・病後児保育事業の実施 自立支援教育訓練給付金の実施 障がい者自立支援協議会等を活用した支援体制の構築

休日保育の実施 高等職業訓練促進給付金の実施 発達相談業務及び療育支援体制の充実

一時預かり事業の充実（一時保育） 就学援助費の支給 巡回相談の実施

出産祝い事業の実施 子どもの生活・学習支援の充実 児童発達支援センターの運営

子育て短期支援事業の実施 貧困家庭への生活支援事業の充実 障がい児保育の実施

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施 　③　子育て情報の提供と相談体制の充実 特別支援教育就学奨励費の支給

産休明け保育の実施 　⑴　利用者支援体制の充実

子どもの預かり事業の実施 利用者支援事業の実施 基本目標

地域子育て支援拠点事業の実施 家庭児童相談の充実《再掲》 　①　身近な地域で支え合う子育て支援の充実

児童館事業の実施《再掲》 子育て支援アプリや電子申請の導入 　⑴　身近な地域で支え合う子育て支援の推進

　③　仕事と子育てを両立するための環境整備 地域子育て支援拠点事業の実施《再掲》 ボランティア活動の推進

　⑴　男女が共に子育てに参加することへの支援 保育所での野菜づくり

男性の育児参加の推進 子ども会への支援

男女共同参画基本計画の推進 　⑵　いつでも相談できる人がいる地域づくりの推進

保育所地域交流事業（たけのこクラブ）

利用者支援事業の実施《再掲》

関係機関や地域住民と連携した支援の充実《再掲》

第３期長久手市子ども・子育て支援事業計画の「施策の展開」（案）の事業一覧

主な事業 主な事業 主な事業

　①　子育て支援のネットワークづくり 　①　ライフステージに応じた適切な支援の推進

　⑴　教育・保育サービスの量的拡充

　②　社会的支援が必要な家庭・児童への支援体制の充実

　⑵　妊産婦及び乳幼児への啓発・相談事業の充実
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